
更新

　藤沢市に住所を有する６５歳以上の被保険者の方は、申請によって介護保険料が減額・免除され
ることがあります。（前年の所得額が市で定める基準以下であることが必要です。）
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。

　火災により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた等の特別の事情があることに
より、障がい福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認められる方は、申請によ
りその費用を減額又は免除することができます。
　申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。

　 り災証明書は、被災者支援制度の適用を受けたり、損害保険金・共済給付金の請求などを
行ったりする際に必要となる事実証明書です。
　管轄する消防署で交付しています。
　申請から交付までには、土日祝日を除いて１週間程度の処理期間がかかります。

南消防署　０４６６－２７－８１８１
北消防署　０４６６－４５－８１８１
予防課　０４６６－５０－８２４９

　介護給付費等の額の特例について
　火災損害届の提出について

【窓口・お問い合わせ先】

保険年金課　０４６６－５０－３５２１　国民年金担当

【窓口・お問い合わせ先】

　介護保険料の減免申請について　（※）

介護保険課　０４６６－５０－８２７２　資格・保険料担当

【窓口・お問い合わせ先】

【窓口・お問い合わせ先】

■火災現場には、消防・警察の火災調査が終了するまでは立ち入らないでください。
■今後の火災予防のため、火災原因や損害状況を調査しますので、 ご協力をお願いします。
■火元関係者の方には、予防課又は消防署の職員が火災の状況などを質問させていただく場
合があります。

予防課　０４６６－５０－８２４９
南消防署　０４６６－２７－８１８１
北消防署　０４６６－４５－８１８１

　 火災損害届は、消防法第33条、第34条の規定に基づき、火災による被害の調査のため提出を
求めるものです。保険会社による損害査定とは異なるものであり、直接の関係はありません。
　 火災により建物等がり災した場合、火災損害届に必要事項を記入し、できるだけ早く火災の発
生した場所を管轄する消防署又は出張所に提出してください。

南消防署　０４６６－２７－８１８１
北消防署　０４６６－４５－８１８１
予防課　０４６６－５０－８２４９

【窓口・お問い合わせ先】

【窓口・お問い合わせ先】

障がい者支援課　０４６６－５０－３５２８

　保険料の減免について（※）

　居宅介護サービス費等の額の減額・免除について（※）

介護保険課　０４６６－５０－８２７０　総務・給付担当

　火災で被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。
　火災後の各種手続きや被災者支援制度について、ご案内いたします。内容につきましては、緊急性
の高いものを中心に掲載しており、全ての手続き等を網羅しているものではありませんので、ご承知お
きください。詳細につきましては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
　【問い合わせの受付時間】　８時３０分～１７時１５分（土日祝日を除く）
　【この資料についての問い合わせ先】　予防課　０４６６－５０－８２４９

　　※印のものは、被害の程度によって減免等の対象となる場合があります。
　　つきましては、「被害調査」を実施しますので、資産税課までご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資産税課：０４６６－５０－３５１１

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険料の減免の対象とな
る場合があります。
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。

　国民年金保険料の特例免除制度について（※）

【窓口・お問い合わせ先】

保険年金課　国民健康保険について　０４６６－５０－３５７４　国保調査担当
後期高齢者医療制度について　０４６６－５０－３５７５　後期高齢者医療担当

【窓口・お問い合わせ先】

　国民年金第１号被保険者の方は、申請によって保険料の全額が免除されることがあります。
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。

　介護保険のサービスを受けている方は、申請によって自己負担額が減額・免除されることがあり
ます。（前年の所得額が市で定める基準以下であることが必要です。）
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。

　火災に関する調査について

　り災証明書の交付申請について
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火災で被災された方へ

藤沢市藤沢市

藤沢市消防局からのお知らせ

【電子申請はこちら】
【様式のダウンロード

はこちら】



【窓口・お問い合わせ先】

資産税課　０４６６－５０－３５１１　課税担当

　災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額について減免を受けられる場合があります。
■災害により、死亡・生死不明・障がい者となった場合
■災害により、専ら自己の居住の用に供する家屋（家財を含む）に損害を受けた場合
　減免の対象となる個人市民税は、災害を受けた年度（１月１日から３月３１日までの間に災害を受け
た場合においては、その翌年度も対象）です。

　個人市民税の減免について（※）

　固定資産税・都市計画税の減免について（※）

市民税課　０４６６－５０－３５１０　個人市民税担当

【窓口・お問い合わせ先】

地域福祉推進課　０４６６－５０－３５４４

【窓口・お問い合わせ先】

　固定資産税・都市計画税の納税義務者の方が所有する固定資産が火災により著しい被害を受
けた場合、被害を受けた固定資産について被害の程度により減免を受けられる場合がありま
す。
　減免対象は減免の申請があった日以後に到来する納期に係る税額です。（１月１日から３月３１
日までの間に火災があった場合においては、その翌年度も対象です。）

【窓口・お問い合わせ先】

学務保健課　０４６６－５０－３５５８

　要保護準要保護児童生徒就学援助制度について

納税課　０４６６－５０－３５０９　徴収担当

　市税の救済措置について

建築指導課　０４６６－５０－３５３９　審査担当

【窓口・お問い合わせ先】

【窓口・お問い合わせ先】

■就学援助制度の申請により、学用品費や給食費等の一部援助が受けられます。
■申請には「り災証明書（コピー可）」等必要書類があります。

【納税の猶予】
　火災や風水害など特別な事情により、市税を一時に納めることができない場合には、申請に基
づき、一定期間納税を猶予する制度があります。
【延滞金の減免】
　火災や風水害など特別な事情により損害を受けた場合には、市税に係る延滞金について、申
請に基づき、減免を受けられる場合があります。
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。

　被災後６か月以内に、被災者が自ら居住するための建築物について、藤沢市に建築確認、完
了検査及び中間検査の申請をする場合、その手数料は全額免除されます。
　申請には「り災証明書（コピー可）」が必要となります。（藤沢市手数料条例施行規則第4条）

　建築確認等の申請手数料の免除について

下水道計画業務課　０４６６－５０－８２４６　使用料担当

【窓口・お問い合わせ先】

環境総務課　０４６６－５０－３５２９　廃棄物担当

住まい暮らし政策課　０４６６－５０－３５４１　市営住宅担当

【窓口・お問い合わせ先】

　市営住宅の一時使用（緊急入居）について

　火災等による廃棄物の処理について

【窓口・お問い合わせ先】

　下水道使用料の減免について（※）

　災害見舞金等の支給について（※）

【災害見舞金】
■市内にある現に居住している住家、店舗、事業所が火災などの災害により半焼以上の被害を受
けた場合、災害見舞金が支給されます。

■火災などの災害により、負傷等で市民が２１日以上入院した場合、又は、治ったときに一定程度
の障がいがある場合、災害見舞金が支給されます。

【災害弔慰金】
■火災などの災害によって不幸にして亡くなられた場合、災害弔慰金が支給されます。

※災害見舞金及び災害弔慰金は、故意又は重大な過失がない場合に限られます。
※その他、支給に係る必要書類の提出等がございます。

■火災等の被害にあわれた方を対象に、申請により、火災等で発生した廃棄物を施設へ搬入した
際の処理手数料を免除できる場合があります。（個人の住居、家具、衣類等が対象となります。）
■申請には「り災証明書（原本）」及び「現場写真」等が必要となります。
また、申請受付後、実際に搬入を行う方は、全ての搬入対象施設で現場説明を受ける必要があり
ます。

　現に市内に居住している方が、火災等で住宅を失い、自力での仮住居の確保が困難な場合、被
災してから１ヶ月以内であれば、２ヶ月間を限度に市営住宅の空家を一時的に使用することができ
ます。一時使用には一定の条件がございます。

■火災により居住する家屋に被害が発生した場合又は世帯の生計を維持する方が不幸にして亡く
なられた場合、申請により下水道使用料が減免の対象となる場合があります。
■申請には「り災証明書（コピー可）」が必要になります。

藤沢市藤沢市


